
 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
四
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
三
十
一
号 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
三
年
広
島
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

救助の方法 

支
出
の
限
度 

（
略） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

避難所の設置 

一 

避
難
所
設

置
費 一

人
一
日 

当
た
り
、
三 

七
○
円
以
内 

二
・
三 

（
略 

 

） 

（
略 

） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

応急仮設住宅 

一
戸
当
た
り
の 

規
模
は
、
応
急 

救
助
の
趣
旨
を 

踏
ま
え
、
知
事 

が
地
域
の
実
情
、 

世
帯
構
成
等
に 

応
じ
て
定
め
る
。 

建
設
し
て
供
与 

す
る
場
合
は
、 

一
戸
当
た
り
七
、 

二
五
九
、
○
○ 

○
円
以
内
と
し
、 

供
与
終
了
に
伴 

う
解
体
撤
去
及 

び
土
地
の
原
状 

回
復
の
た
め
に 

支
出
で
き
る
費 

用
は
、
当
該
地 

域
に
お
け
る
実 

費
と
す
る
。
同 

一
敷
地
内
又
は 

近
接
す
る
地
域 

内
に
お
お
む
ね 

五
○
戸
以
上
設 

置
し
た
場
合
は
、 

居
住
者
の
集
会 

等
に
利
用
す
る 

              （
略） 

             

 

（
略
） 

              （
略） 

              （
略） 

 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

救助の方法 
支
出
の
限
度 

（
略） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

避難所の設置 

一 
避
難
所
設

置
費 一

人
一
日 

当
た
り
、
三 

六
○
円
以
内 

二
・
三 

（
略 

 

） 

（
略 

） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

応急仮設住宅 

一
戸
当
た
り
の 

規
模
は
、
応
急 

救
助
の
趣
旨
を 

踏
ま
え
、
知
事 

が
地
域
の
実
情
、 

世
帯
構
成
等
に 

応
じ
て
定
め
る
。 

建
設
し
て
供
与 

す
る
場
合
は
、 

一
戸
当
た
り
七
、 

〇
八
九
、
○
○ 

○
円
以
内
と
し
、 

供
与
終
了
に
伴 

う
解
体
撤
去
及 

び
土
地
の
原
状 

回
復
の
た
め
に 

支
出
で
き
る
費 

用
は
、
当
該
地 

域
に
お
け
る
実 

費
と
す
る
。
同 

一
敷
地
内
又
は 

近
接
す
る
地
域 

内
に
お
お
む
ね 

五
○
戸
以
上
設 

置
し
た
場
合
は
、 

居
住
者
の
集
会 

等
に
利
用
す
る 

              （
略） 

             

 

（
略
） 

              （
略） 

              （
略） 



 

 

た
め
の
施
設
を 

設
置
で
き
る
こ 

と
と
し
、
五
○ 

戸
未
満
の
場
合 

で
も
戸
数
に
応 

じ
た
小
規
模
な 

施
設
を
設
置
で 

き
る
。
賃
貸
住 

宅
の
居
室
の
借 

上
げ
に
よ
り
供 

与
す
る
場
合
は 

地
域
の
実
情
に 

応
じ
た
額
と
す 

る
。 

 
 

 
 

炊き出しその他による食品の給与 

一
人
一
日
当
た 

り 

一
、
四
八 

○
円
以
内 

（
略） 

（
略
） 

（
略） 

（
略 

 

） 

（略） 

（
略
） 

（
略 

） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

被 服
、 

寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

一 

住
家
の
全

焼
、
全
壊
又

は
流
失
に
よ

り
被
害
を
受

け
た
世
帯 

世帯区分 

夏季（四月から九月まで ） 

冬季（一○月から三月まで） 

一人世帯 

二○
、

九○○円以内 

三四
、

七○○円以内 

二人世 

二六
、

九 

四四
、

八 
 

                      

 

                      

 

                      

 

                      

 

 

た
め
の
施
設
を 

設
置
で
き
る
こ 

と
と
し
、
五
○ 

戸
未
満
の
場
合 

で
も
戸
数
に
応 

じ
た
小
規
模
な 

施
設
を
設
置
で 

き
る
。
賃
貸
住 

宅
の
居
室
の
借 

上
げ
に
よ
り
供 

与
す
る
場
合
は 

地
域
の
実
情
に 

応
じ
た
額
と
す 

る
。 

 
 

 
 

炊き出しその他による食品の給与 

一
人
一
日
当
た 

り 

一
、
三
九 

○
円
以
内 

（
略） 

（
略
） 

（
略） 

（
略 

 

） 

（略） 

（
略
） 

（
略 

） 

（
略
） 
（
略） 

（
略） 

被 服
、 

寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

一 

住
家
の
全

焼
、
全
壊
又

は
流
失
に
よ

り
被
害
を
受

け
た
世
帯 

世帯区分 

夏季（四月から九月まで ） 

冬季（一○月から三月まで） 

一人世帯 

二○
、

三○○円以内 

三三
、

七○○円以内 

二人世 

二六
、

一 

四三
、

五 
 

                      

 

                      

 

                      

 

                      

 



 

 

帯 

○○円以内 

○○円以内 
三人世帯 

三九
、

九○○円以内 

六二
、

五○○円以内 

四人世帯 

四七
、

六○○円以内 

七三
、

一○○円以内 

五人世帯 

六○
、

三○○円以内 

九二
、

一○○円以内 

六人以上の世帯 

六○
、

三○○円に
、

五人を超える世帯人員一人につき
、

八
、

八○○円を加算した額以内 

九二
、

一○○円に
、

五人を超える世帯人員一人につき
、

一二
、

七○○円を加算した額以内 

二 

住
家
の
半

焼
、
半
壊
又

は
床
上
浸
水

（
土
砂
の
堆

積
等
に
よ
り

一
時
的
に
居 

                                                    （
略） 

 

                                                   

（
略
） 

                                                    （
略）  

                                                    （
略） 

 

 

帯 

○○円以内 

○○円以内 

三人世帯 

三八
、

七○○円以内 

六○
、

六○○円以内 

四人世帯 

四六
、

二○○円以内 

七○
、

九○○円以内 

五人世帯 

五八
、

五○○円以内 

八九
、

三○○円以内 

六人以上の世帯 

五八
、

五○○円に
、

五人を超える世帯人員一人につき
、

八
、

五○○円を加算した額以内 

八九
、

三○○円に
、

五人を超える世帯人員一人につき
、

一二
、

三○○円を加算した額以内 

二 

住
家
の
半

焼
、
半
壊
又

は
床
上
浸
水

（
土
砂
の
堆

積
等
に
よ
り

一
時
的
に
居 

                                                    （
略） 

 

                                                   

（
略
） 

                                                    （
略）  

                                                    （
略） 

 



 

 

住
す
る
こ
と

が
で
き
な
い

状
態
と
な
つ

た
も
の
を
含

む
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ

り
被
害
を
受

け
た
世
帯 

世帯区分 

夏季（四月から九月まで ） 

冬季（一○月から三月まで） 

一人世帯 

六
、

九○○円以内 

一一
、

〇○○円以内 

二人世帯 

九
、

二○○円以内 

一四
、

四○○円以内 

三人世帯 

一三
、

八○○円以内 

二○
、

五○○円以内 

四人世帯 

一六
、

八○○円以内 

二四
、

三○○円以内 

五人世帯 

二一
、

一○○円以内 

三○
、

七○○円以内 

六人以上の世帯 

二一
、

一〇〇円に
、 

五 

三○
、

七○○円に
、 

五 
 

 
  

 
 

 

 

住
す
る
こ
と

が
で
き
な
い

状
態
と
な
つ

た
も
の
を
含

む
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ

り
被
害
を
受

け
た
世
帯 

世帯区分 

夏季（四月から九月まで ） 

冬季（一○月から三月まで） 

一人世帯 

六
、

七○○円以内 
一○

、
七○○円以内 

二人世帯 

八
、

九○○円以内 

一四
、

○○○円以内 

三人世帯 

一三
、

四○○円以内 

一 九
、

九○○円以内 

四人世帯 

一六
、

三○○円以内 

二三
、

六○○円以内 

五人世帯 

二○
、

五○○円以内 

二九
、

八○○円以内 

六人以上の世帯 

二○
、

五○○円に
、 

五 

二九
、

八○○円に
、 

五 
 

 
  

 
 

 



 

 
 

人を超える世帯人員一人につき
、

三
、

〇○○円を加算した額以内 

人を超える世帯人員一人につき
、

四
、

〇○○円を加算した額以内 
 

                     

 
 

 

（略） 

（
略
） 

（
略 

） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

被災した住宅の応急修理 

一 

住
家
の
被

害
の
拡
大
を

防
止
す
る
た

め
の
緊
急
の

修
理 

一
世

帯
当
た
り
五

六
、
四
○
○

円
以
内 

（
略） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

二 

日
常
生
活

に
必
要
な
最

小
限
度
の
部

分
の
修
理 

１ 

２
に
掲

げ
る
世
帯

以
外
の
世

帯 

七
五

七
、
○
○

○
円
以
内 

２ 

半
壊
又

は
半
焼
に

準
ず
る
程

度
の
損
傷

に
よ
り
被

害
を
受
け

た
世
帯 

三
六
七
、 

○
○
○
円 

以
内 

（
略） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

学用品 

一 

（
略
） 

二 

文
房
具
及

び
通
学
用
品 

 
 

 
 

 

 
 

人を超える世帯人員一人につき
、

二
、

九○○円を加算した額以内 

人を超える世帯人員一人につき
、

三
、

九○○円を加算した額以内 
 

                     

 
 

 

（略） 

（
略
） 

（
略 

） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

被災した住宅の応急修理 

一 

住
家
の
被

害
の
拡
大
を

防
止
す
る
た

め
の
緊
急
の

修
理 

一
世

帯
当
た
り
五

三
、
九
○
○

円
以
内 

（
略） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

二 

日
常
生
活

に
必
要
な
最

小
限
度
の
部

分
の
修
理 

１ 

２
に
掲

げ
る
世
帯

以
外
の
世

帯 

七
三

九
、
○
○

○
円
以
内 

２ 

半
壊
又

は
半
焼
に

準
ず
る
程

度
の
損
傷

に
よ
り
被

害
を
受
け

た
世
帯 

三
五
八
、 

○
○
○
円 

以
内 

（
略） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

学用品 

一 

（
略
） 

二 

文
房
具
及

び
通
学
用
品 

 
 

 
 

 



 

の給与 

 

費 １ 

小
学
校 

 

児
童
一
人 

に
つ
き
五
、 

八
○
○
円 

以
内 

２ 

中
学
校 

 

生
徒
一
人 

に
つ
き
六
、 

一
○
○
円 

以
内 

３ 

高
等
学 

 

校
等
生
徒 

 

一
人
に
つ 

 

き
六
、
六 

 

○
○
円
以 

 

内 

（
略 

）    
（
略
） 

   

（
略）    

（
略）    

埋葬 

一
体
当
た
り 

 

大
人 

二
三 

 
 
 

九
、
四 

 
 
 

○
○
円 

 
 
 

以
内 

 

小
人 

一
九 

一
、
五 

○
○
円 

以
内 

（
略） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

（略） 

（
略
） 

（
略 

） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

死体の処理 

一 

死
体
の
洗

浄
、
縫
合
、

消
毒
等
の
処

置
費
は
、
一 

体
当
た
り
三
、 

八
〇
〇
円
以

内 

二 

死
体
の
一

時
保
存
費 

 

１ 

（
略
） 

 

２ 

既
存
建

物
を
利
用

で
き
な
い

場
合
は
、

一
体
当
た

り
六
、
一

〇
〇
円
以

内 

３ 

（
略
） 

三 

（
略
） 

（
略 

） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

災害によつて住 

一
世
帯
当
た
り 
 

一
四
八
、
六 

○
〇
円
以
内 

 
  

 
 

の給与 

 

費 １ 

小
学
校 

 

児
童
一
人 

に
つ
き
五
、 

五
○
○
円 

以
内 

２ 

中
学
校 

 

生
徒
一
人 

に
つ
き
五
、 

八
○
○
円 

以
内 

３ 

高
等
学 

 

校
等
生
徒 

 

一
人
に
つ 

 

き
六
、
三 

 

○
○
円
以 

 

内 

（
略 

）    

（
略
） 

   

（
略）    

（
略）    

埋葬 

一
体
当
た
り 

 

大
人 

二
三 

 
 
 

二
、
二 

 
 
 

○
○
円 

 
 
 

以
内 

 

小
人 

一
八 

五
、
七 

○
○
円 

以
内 

（
略） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

（略） 

（
略
） 

（
略 

） 
（
略
） 

（
略） 

（
略） 

死体の処理 

一 

死
体
の
洗

浄
、
縫
合
、

消
毒
等
の
処

置
費
は
、
一 

体
当
た
り
三
、 

七
〇
〇
円
以

内 

二 

死
体
の
一

時
保
存
費 

 

１ 

（
略
） 

 

２ 

既
存
建

物
を
利
用

で
き
な
い

場
合
は
、

一
体
当
た

り
五
、
九

〇
〇
円
以

内 

３ 

（
略
） 

三 

（
略
） 

（
略 

） 

（
略
） 

（
略） 

（
略） 

災害によつて住 

一
世
帯
当
た
り 

 

一
四
三
、
九 

○
〇
円
以
内 

 
  

 
 



 

居又はその周 

 

 
 

 
 

辺に運ばれた土 石
、 

材木等 で
、 

日常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい 

 
               （

略） 

                

（
略
） 

               （
略） 

               （
略） 

う
。 

）の除去 

 
 

 
 

 

 別
表
第
二
（
第
十
二
条
関
係
） 

居又はその周 

 

 
 

 
 

辺に運ばれた土 石
、 

材木等 で
、 

日常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい 

 
               （

略） 

                

（
略
） 

               （
略） 

               （
略） 

う
。 

）の除去 

 
 

 
 

 

 別
表
第
二
（
第
十
二
条
関
係
） 



 

種 

別 

職 

別   

日 

当 

（
略
） 

（
略
） 

医
師
及
び

歯
科
医
師 

一
人
一
日

当
た
り 

二
二
、
四

○
○
円
以

内 

（
略
） 

（
略
） 

薬
剤
師
、

診
療
放
射

線
技
師
、

臨
床
検
査

技
師
、
臨

床
工
学
技

士
、
歯
科

衛
生
士
、

歯
科
技
工

士
、
栄
養

士
、
管
理

栄
養
士
、

理
学
療
法

士
、
作
業

療
法
士
及

び
言
語
聴

覚
士 

一
人
一
日

当
た
り 

一
七
、
三

〇
○
円
以

内 

保
健
師
、

助
産
師
、

看
護
師
及

び
准
看
護

師 

一
人
一
日

当
た
り 

一
六
、
五

○
○
円
以 

内 

救
急
救
命 

士 

一
人
一
日

当
た
り 

一
五
、
二

〇
○
円
以

内 

土
木
技
術

者
、
建
築

技
術
者
、

保
育
士
、

社
会
福
祉

士
、
介
護

福
祉
士
、

介
護
支
援

専
門
員
、

精
神
保
健

福
祉
士
、

公
認
心
理

師
及
び
相 

一
人
一
日

当
た
り 

一
六
、
九

○
○
円
以

内 

談
支
援
専

門
員 

 

大
工 

一
人
一
日

当
た
り 

二
七
、
六

○
○
円
以

内 

左
官 

一
人
一
日 

種 

別 

職 

別   

日 

当 

（
略
） 

（
略
） 

医
師
及
び

歯
科
医
師 

一
人
一
日

当
た
り 

二
一
、
八

○
○
円
以

内 

（
略
） 

（
略
） 

薬
剤
師
、

診
療
放
射

線
技
師
、

臨
床
検
査

技
師
、
臨

床
工
学
技

士
、
歯
科

衛
生
士
、

歯
科
技
工

士
、
栄
養

士
、
管
理

栄
養
士
、

理
学
療
法

士
、
作
業

療
法
士
及

び
言
語
聴

覚
士 

一
人
一
日

当
た
り 

一
六
、
九

〇
○
円
以

内 

保
健
師
、

助
産
師
、

看
護
師
及

び
准
看
護

師 

一
人
一
日

当
た
り 

一
五
、
九

○
○
円
以 

内 

救
急
救
命 

士 

一
人
一
日

当
た
り 

一
四
、
四

五
○
円
以

内 

土
木
技
術

者
、
建
築

技
術
者
、

保
育
士
、

社
会
福
祉

士
、
介
護

福
祉
士
、

介
護
支
援

専
門
員
、

精
神
保
健

福
祉
士
、

公
認
心
理

師
及
び
相 

一
人
一
日

当
た
り 

一
六
、
五

○
○
円
以

内 

談
支
援
専

門
員 

 

大
工 

一
人
一
日

当
た
り 

二
五
、
五

○
○
円
以

内 

左
官 

一
人
一
日 



 

 

当
た
り 

二
五
、
四

○
○
円
以

内 

と
び
職 

一
人
一
日

当
た
り 

二
八
、
七

○
○
円
以

内 

（
略
） 
（
略
） 

 

 

当
た
り 

二
四
、
五

○
○
円
以

内 

と
び
職 

一
人
一
日

当
た
り 

二
六
、
四

○
○
円
以

内 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


